
令和5年度実施結果総合職試験(家庭裁判所調査官補）

申込者数等

鴨 IJ…I蘂，|' "”…＝
|熊葱n"､|-荊耐
i:…1に誕壷ﾙ="

1

司
僻
一
邸
一
刈
昏

一
一
三

と

一
一
一
》

Ｔ
Ｉ
Ｉ
ｉ
上
了
！
…
》
’

一
数
一
ｊ
－
ｊ

《
終
者
一
個
一
卵
一

一
胤
舗
一
Ｗ
壼
町
－

１
１
「
Ｉ
Ｉ

１
１
１
１

ヨ雀

－

ｊ

↑
１
６
、

↓
９
４
｝

一
躯
鮒
与

－
５
－
的
一

も

（

割
？
合
一
〔
函
々
〃
一
一

丁
》
Ｉ

※倍率は､第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。
※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次賦験(多肢選択式)の平均点等

※下限の得点とは､筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が一つでも存在する者については､他の試験種目の成績にかかわらず
不合格となります。



令和5年度実施結果総合職試験(裁判所事務官､院卒者区分）

1.申込者散等
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※倍率は､第1次賦験有効受験者数÷最終合格者数です。
※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次賦験(多肢選択式)の平均点等
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※下限の得点とは､筆配賦験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。

下限の得点に達しない賦験種目が－つでも存在する者については､他の試験稲目の成績にかかわらず不合格となります。
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令和5年度実施結果総合職試験(裁判所事務官､大卒程度区分）

1.申込者数等
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※倍率は､第1次賦験有効受験者数÷最終合格者数です。

※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

第1次賦験(多肢選択式)の平均点等
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※下限の得点とは､篭配賦験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない賦験種目が一つでも存在する者については､他の試験種目の成繍にかかわらず不合格となります。
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令和5年度実施結果一般職試験(裁判所事務官､大卒程度区分）

1.申込者数等
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※総合職試験(裁判所事務官)特例希望者を含みます。

※倍率は､第1次賦験有効受験者数÷最終合格者数です。

※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

第1次試験(多肢選択式)の平均点等
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※括弧内は､総合職賦験(裁判所事務官)の第2次賦験の不合格者又は第3次賦験の有効受験者(いずれも特例希望者に限
る｡)を含む第2次試験有効受験者の平均点及び標準偏差です(最終合否判定に使用)。
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※下限の得点とは､箪配試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が－つでも存在する者については､他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。
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令和5年度実施結果一般職試験(裁判所事務官､高卒者区分）

1.申込者数等
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※倍率は､第1次賦験有効受験者数÷最終合格者数です。

※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次賦験(多肢選択式)の平均点等
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